
76【定期巡回・随時対応型訪問介護看護（出張所も含む）】添付書類一覧 

（算定する場合に添付が必要な書類。下記に記載のない届出項目は添付書類不要） 

届出項目 添付書類 

中山間地域等における 

小規模事業所加算 
• 小規模事業所計算表（別紙Ａ‐２） 

緊急時訪問看護加算 

特別管理加算 

ターミナルケア体制 

• 緊急時（介護予防）訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に

係る届出書（別紙 16） 

総合マネジメント体制強化加算 • 総合マネジメント体制強化加算に係る届出書（別紙 42） 

認知症専門ケア加算 

• 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）又はこれに準ずる書面 

• 「認知症介護実践リーダー研修」又は「認知症介護指導者養成研修」の修

了証書の写し 

• 認知症専門ケア加算に係る届出書（別紙 12） 

口腔連携強化加算 • 口腔連携強化加算に関する届出書（別紙 11） 

サービス提供体制強化加算 
• サービス提供体制強化加算に関する届出書（別紙 14） 

• 要件を満たすことを証する書類（職員配置割合の計算表等） 

介護職員等処遇改善加算 • 介護職員等処遇改善計画書 

割引 
• 地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者によ

る介護給付費の割引に係る割引率の設定について（別紙５-２） 

注１ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（別紙７）又はこれに準ずる書面の提出が必要な加算項目が複数あ

る場合は、１枚の書面に全ての要件を記載することで足りるものとする。 

注２ 「施設等の区分」については、一の事業所で連携型及び一体型の事業をいずれも実施する場合は、双方を選

択すること。 

注３ 「特別地域加算」及び「中山間地域における小規模事業所加算（地域に関する状況）」については、事業所の

所在する地域が「「特別地域加算」、「中山間地域等の小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者への

サービス提供加算」に係る対象地区（別紙Ａ‐１）」に従って選択すること。 

注４中山間地域等における小規模事業所加算は、地域に関する状況と規模に関する状況の両方の要件に該当しなけ

れば算定することができません。 


